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日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 
 

中国国務院が優遇政策の整理を保留 

中国国務院が 2015 年 5 月 11 日に公布した「国務

院：租税等の優遇政策の関連事項に関する通知」

（国発［2015］25 号）（以下「25 号通知」）によれば、

2014 年末に開始された優遇政策の整理作業は

いったん保留される。国務院が 2014 年 12 月に公

布した 62 号通知は、各部門、委員会および各地方

政府機関に対し、租税等の優遇政策に対する整理

と規範化を要求するものであった。すなわち、国家

の法律法規に抵触する優遇政策は廃止し、法律法

規に抵触しない、残す必要がある優遇政策につい

ては国務院の承認を得ることとされた。また、各省レ

ベルの人民政府および関連部門は、2015 年 3 月

31 日までに優遇政策の整理状況を財政部に報告

することを求められた。 

25 号通知では、上記の整理作業はいったん保留し、

今後改めて実施するとしている。また、優遇政策に

関する以下の事項についても規定している。 

 各地区／部門が与えた優遇政策で、期限の

定めがあるものは、当該期限まで有効とする。

期限の定めがなく、廃止する必要のあるもの

については、関連の政府および部門が適切な

過渡期間を設け、過渡期間内においては引き

続き有効とする 

 各地と企業の間で締結された契約において約

定された優遇政策は引き続き有効とする。既

に優遇を与えられた部分については過去に遡

及しない 

 各地区／部門が今後、新しい租税優遇政策

（または中央が承認し、設けた租税以外の収

入にかかわる優遇政策）を制定する場合、法

律、行政法規に別途規定がある場合を除き、

国務院の承認を得なければならない。その他

は地方政府および関連部門が承認し、そのう

ち支出をするもの（財政補助等）は、原則とし

て企業の納めた租税または租税以外の収入

とリンクするものであってはならない 

デロイトのコメント 

国務院が各地の政府に対し、法律法規の規定に抵

触する優遇政策の整理を求めた目的は、すべての

企業および投資者にとって有利な公平な市場競争

環境を形成し、各地の政府が投資を呼び込むため

に好ましくない競争をすることを避けることにあっ

た。 

62号通知が出された後、多くの企業がこれを重視し、

企業およびその投資者は、優遇政策の整理によっ

て、現在享受している、あるいは申請している地方

独自の優遇政策（財政補助等）に不利な影響を及

ぼすことがないか（例えば、進出時に与えられた優

遇政策を取り消されないか、取得した補助金の返還

が必要にならないか）ということに特に関心を持った。

62 号通知の公布後、実務上、一部の地方政府部門

が優遇待遇の付与を中止し、あるいは奨励措置に

関する交渉を棚上げする現象も見られ、そのことが

企業および投資者の懸念を大きくした。 
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地方政府は優遇政策の整理作業が投資の誘致に

潜在的に負の効果をもたらすこと、政府の信用力に

影響を与えることを憂慮した。また、優遇政策の整

理を行う過程では、詳細かつ明確な基準や政策に

対する統一的な解釈がないことから、いずれの優遇

政策が整理の対象になるのかということについて論

争も生じた。 

今回公布された 25号通知は、中央政府が企業およ

び地方政府から提起された上記の問題について積

極的にこたえたものとみなすことができる。当該通

知において、既に契約で約定された優遇政策は引

き続き有効であること、既に優遇を与えられた部分

は過去に遡及しないことが確認されたことは、投資

者にとって特に歓迎すべきものといえるだろう。 

優遇政策の整理はいったん保留されることになった

が、25 号通知から見れば、優遇政策の規範化の作

業は継続されることに留意する必要がある。我々が

関連の政府部門と話をした状況も踏まえると、地方

政府部門は将来においてもなお、各地の経済発展

に関連する産業支持政策を制定することができるで

あろう。財政補助にかかわる場合は、原則として企

業の納めた租税または租税以外の収入とリンクす

るものであってはならないが、将来においても 25 号

通知の規定に合致する地方独自の財政補助措置

（例えば、一回性の固定金額補助等）は継続される

ものと思われる。 

過去のニュースレター 
過去に発行されたニュースレターは、 
下記のウェブサイトをご覧ください。 
www.deloitte.com/jp/tax/nl/ao 
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